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政策推進プラン（実施計画）・行財政改革プラン 

策定方針 
 

 

１．策定の趣旨 

○現在策定を進めている第 9次福岡市基本計画（2022（H34）年までの施策展開の方向

を総合的・体系的に示す長期計画）の目標を実現するため，そのまちづくりの方向

性を踏まえながら，中期的に取り組むべき具体的な施策や事業，計画推進の基本姿

勢を定める「政策推進プラン」と，選択と集中を実現する筋肉質な市政運営に向け

た行財政改革の方針や取組みを定める「行財政改革プラン」を策定します。 

 ○相互プランの連動により，厳しい財政状況の中で，行財政改革の取組みによって財

源を確保しながら，中期財政見通しを踏まえた選択と集中を進め，暮らしの質の向

上と都市の成長のために真に必要な施策・事業の推進を図るものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．各プランの概要 

（１）政策推進プラン（実施計画） 

【策定の基本的な考え方】 

○さらなる選択と集中による戦略的な計画 

・選択と集中の観点から，施策の優先度・重点化の考え方を明らかにし，限られた

資源を最優先で投資すべき「重点事業」を厳選します。 

・ますます厳しさを増す財政状況の中，中期的な財政見通しを踏まえた上で計画事

業費を明示し，相互の整合性を確保した計画とします。 

○変化に対応できる柔軟で実効性の高い計画 

・先行き不透明な変化の時代にあって，社会経済情勢や行財政状況，市民ニーズの

変化等を把握し，施策事業の進捗や成果を定期的に分析・評価した上で，重点事

業の見直し（スクラップ＆ビルド）のしくみを位置づけるなど，マネジメントを

重視した計画とします。 

○コンパクトでわかりやすい計画 

・基本構想や基本計画との役割分担を踏まえ，記載の重複をなくすともに，計画の

進捗を判断する物差しとなる指標や数値目標を掲げるなど，市民目線に立ったわ

かりやすい計画とします。 
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【主な内容】 

○中期的な施策展開の基本方向（重点化の考え方） 

○計画事業費（中期財政見通しとの整合） 

○成果指標と進行管理 

 ○分野別計画と区別計画（施策事業体系、重点事業） 

 

（２）行財政改革プラン 

【策定の基本的な考え方】 

○行財政改革の基本的な方針を定める計画 

・社会経済情勢や市民ニーズに的確かつ迅速に対応するため，行政運営の仕組みや

発想，手法を見直す行財政改革の基本的な方針を定めて必要な財源を確保し，福

岡市の価値を戦略的に高め，成長の道筋をつくるものとします。 

・行財政改革を推進するための基礎となる，市民の納得と共感，組織風土改革，財

政健全化に取り組むものとします。 

 ○行政改革と財政健全化を合わせた計画 

  ・現在の「行政改革プラン」「財政リニューアルプラン」（平成 20 年策定／計画期間：

H20～H23）を改定するにあたり，行政改革と財政健全化を合わせた計画とします。 

【主な内容】 

○策定の趣旨・背景／プランの位置付け・目的 

○これまでの取組みの成果と課題 

○基本方針・目標像 

・市民の納得と共感 

・組織風土改革 

・財政健全化 

○推進項目 

  広報・広聴・情報公開／行政手続きの利便性向上／市民との共働／ 

  効率化・スリム化／事務事業の評価・見直し／財源の確保／ 

  組織マネジメント・事務改善／人材育成・活性化 

○改革実行計画 

・推進項目ごとの具体的な取組み内容 

 

３．計画の期間 

2013（H25）年度～2016（H28）年度の４年間の計画とします。 
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【参考】基本計画の概要 

 

○総合計画の体系 

  総合計画は，基本構想，基本計画，実施計画からなるものとする。 

基本構想・・・将来の福岡市がこういうまちになっている，という都市の姿を 

定めるもの（目標年次なし） 

基本計画・・・将来の都市像の実現に向けた方向性を，まちづくりの目標や 

実現に向けた取組み（施策）として総合的，体系的に示した 

10 年の長期計画 

実施計画・・・基本計画の実現にあたって，4年の具体的施策を示した中期計画 

 

○基本計画策定の基本的な考え方について 

総合計画は，福岡市の方向性を定める重要な計画であるが，その計画に基づき，

まちづくりを実行することが，より重要である。その実行性の確保のために，策定

にあたっては，大きく 2つの視点で取り組むこととする。 

・市政の主役である市民が共感し，目標を共有することで，市役所だけの計画 

にせず，一緒になってまちづくりに取り組むためのものとする。 

・計画策定後，施策の成果を毎年検証し，その状況を広く共有することで，市 

民と一緒に計画を推進する。 

 

○目標とする年次について 

   基本計画策定から 10 年後の平成 34 年（2022 年）とする。 

 

○主な内容について 

・福岡市の現状と課題（人口の将来予測含む。） 

・将来の都市像の実現に向け，10 年後の望ましい姿として掲げる「分野別目標」，

「空間構成目標」，「区別目標」 

・分野別目標の達成に向けた取組みとなる「施策」とその達成度を測る「成果指標」 

 

○スケジュール 

平成 24 年 ７月   第 1 回総合計画審議会（諮問） 

平成 24 年 ８月   第 2 回総合計画審議会（公表原案とりまとめ） 

平成 24 年 ９月   委員会報告 

原案公表・市民意見募集（パブリックコメント） 

   平成 24 年 11 月   第 3 回総合計画審議会（答申とりまとめ） 

答申 

平成 24 年 12 月以降 議会への提案 
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